
輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令等に規定する円表示金額を算 

定する場合の換算の方法について 

 

制定：平成１２・１２・１５貿局第３号（平成１２年１２月２８日公布） 

 

輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）及び輸出貿易管理規則（昭和２４年通商

産業省令第６４号）、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令（昭和３０年通商産業省

令第５４号）、輸入貿易管理令（昭和２４年政令第４１４号）及び輸入貿易管理令別表第１

第１号、第１５号、第２１号及び第２２号の規定に基づき、これらの号に規定する経済産

業大臣が告示で定める貨物を定める件（平成１２年通商産業省告示第７８９号）において

規定する円表示金額の外国通貨への換算は、平成１３年１月６日以降、外国為替及び外国

貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第７条第１項の規定に基づき、財務大臣が日本銀行

において公示する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を用いて行うものとする。 

なお、「輸出貿易管理令、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令、輸入貿易管理令

等に規定する円表示金額を算定する場合の換算の方法について」（平成１０年６月２６日付

け平成１０・０６・２６貿局第４号）は平成１３年１月５日をもって廃止します。 

 


